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１ プログラムの改訂について  

  津市では、これまでも毎年、各幼稚園及び小中義務教育学校において作成

される「子どもたちの健全な育成及び環境整備を図るための要望（以下「Ｐ

ＴＡ要望」という。）」により、通学路における危険箇所を把握し、関係機

関と連携体制を図りながら、必要な対策の検討・実施を行ってきました。 

  また、平成２４年には全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次い

で発生したことから、平成２４年８月に各小学校の通学路において、関係機

関と連携して緊急合同点検を実施し、路面表示や交通規制の導入など必要な

対策内容について関係機関と協議を行い、改善を図ってまいりました。 

  その後、平成２６年１２月に通学路の安全確保に向けた取組を行うため、

関係機関との連携体制を構築し、「通学路の安全確保に関する取組の方針

（津市通学路交通安全プログラム）」を策定しました。 

  それ以降、本方針に沿って通学路の安全確保を進めてきましたが、円滑な

連携体制づくり、実効性の高い業務の進め方などについて、さらに改善を図

ることを目的に、改訂版を策定することといたしました。 

今後はさらに、新たな方針に基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安

全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。 

 

２ 通学路安全対策連絡会の設置 

  通学路の安全安心の確保に向けて関係機関の緊密な連携を図るために、以

下をメンバーとする津市通学路安全対策連絡会を設置します。この連絡会で

は、協議内容や対策箇所に応じて、関係者が集まり、対策の検討及び実施を

図ります。また、対策箇所によっては、自治会役員、学校関係者、ＰＴＡな

どに参加を要請することもあります。 

 

・津警察署及び津南警察署 

     ・国土交通省三重国道事務所（津国道維持出張所） 

     ・三重県津建設事務所 

     ・津市建設部 

     ・津市市民部 

     ・津市教育委員会事務局 
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３ 取組内容 

【基本的な考え方】 

   継続的に通学路の安全を確保するため、関係機関が必要に応じて通学路

の合同点検を実施し、対策内容の検討・実施、効果検証に取り組みます。 

   これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして実施することにより、通学路の

安全性の向上を図っていきます。 

 

【通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

  

 

（１）Plan：合同点検の実施、対策の検討 

ア．通学路危険箇所の把握 

津市ＰＴＡ連合会と連携を図り、各幼小中義務教育学校単位で通学

路における危険箇所を把握し、「ＰＴＡ要望」として、毎年２月に教

育委員会事務局が取りまとめを行います。 

 

イ．関係機関による現地調査・対策の検討 

 教育委員会事務局において取りまとめた「ＰＴＡ要望」の内容確認

を行い、毎年４月に担当となる関係機関へ現地調査及び対策の検討を

依頼します。 

 

ウ．合同点検の実施 

  関係機関が現地調査を行った結果、更に詳細な検討が必要である、

又は対策の検討に際し追加の調査が必要であると判断された箇所につ

いて、学校単位で教育委員会事務局、道路管理者、警察、学校等で合

同点検を実施します。 

  また、「ＰＴＡ要望」以外にも学校等から危険箇所についての情報 

があった場合、緊急対応を要すると判断した箇所については、早期

Plan 合同点検の実施 

 対策の検討 

Do 対策の実施 

Check 対策効果の把握 

Action 対策の改善・充実 
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に、現地において、関係機関で合同点検を行います。 

 

エ．対策の検討 

合同点検の結果から、対策が必要となった危険箇所について、関係

機関が協議し、ハード対策（歩道の整備やガードレールの設置等）や

ソフト対策（交通規制や交通安全指導等）など、具体的な対応を検討

します。 

 

（２）Do：対策の実施 

 現地調査及び合同点検に基づく検討を踏まえ、対応策が決定された箇所に

ついては、担当となる関係機関により、その対策を実施します。 

    

（３）Check：対策効果の把握 

  対策を実施した危険箇所について、実際に期待した効果が上がっているか、

また児童等の安全が確保されているのか等、学校とＰＴＡが連携して効果検

証を実施します。 

 

（４）Action：対策の改善・充実 

  「ＰＴＡ要望」に対する回答については、警察・道路管理者から実施の可

否や未実施となった理由が記載されたものを、毎年１０月に各幼稚園及び小

中義務教育学校（ＰＴＡ）に行います。各ＰＴＡでは、この回答結果や対策

効果の検証などを踏まえ、次年度に向けて危険箇所抽出を行うなど、さらな

る改善に向けて検討を行います。 

  また、横断歩道の塗り直しなど規制標示の修繕については、毎年２月頃に

警察並びに国、県及び市の道路管理者と合同で開催される「区画線及び規制

標示に関する合同会議」に出席し、実施されなかった箇所について関係機関

に再び依頼を行います。 

このようにＰＤＣＡサイクルを回すことで、通学路の安全確保を進めて

いきます。 

 

４ 学校別の対策箇所一覧表の公表 

学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するた

めに、対策箇所一覧表（別紙）を作成し、公表します。 
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５ 年間スケジュール  

月 主 な 内 容 

10月 
 (津市PTA連合会が各PTAに通学路整備要望提出

依頼) 

11月   

12月   

１月 
 (各 PTAが津市 PTA連合会に通学路整備要望を提

出) 

２月 

 

 

 

 (津市PTA連合会が津市教育委員会に通学路整備

要望を提出) 

３月 
  

４月 

 

 

 

 

 

 

５月 
  

６月   

７月   

８月   

９月  ・関係機関が津市教育委員会に回答を送付 

10月 

 

 ・津市教育委員会が津市 PTA連合会に通学路整

備要望回答➡(津市 PTA連合会が各 PTAに回答結

果を報告) 

11月 

以降 

 ※対策の実施 

修繕等軽微なものは年度内、工事については

次年度以降の実施を基本とする。 

＊対策内容整理後、対策一覧表をホームページへ公表 

※
対
策
の
実
施 

 

合同点検の実施 
＊緊急を要するときは、この期間に限らず実施 

区画線及び規制標示に関する合同会議 

*規制標示修繕再要望 

整備要望について関係機関に現地調査及び

対策検討依頼 

通
学
路
危
険 

箇
所
の
抽
出 

要
望
の
内
容
及
び
担
当 

関
係
機
関
の
確
認 
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別紙 

 ○○年度通学路の安全確保に関する取組の方針（津市通学路交通安全プログ

ラム）対策一覧表 

番号 学校名 危険の状況 対策内容 関係機関 実施年度 
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